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税について ちょっと考えてみよう！

　

「
税
を
考
え
る
週
間
」で
は
、
国
民
の

皆
さ
ん
に
、
租
税
の
役
割
や
税
務
行
政

に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
様
々
な
行
事
を
実
施
し
ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
特
集

ペ
ー
ジ
を
開
設
し
、
動
画
で
国
税
局
や

税
務
署
の
仕
事
を
紹
介
す
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
番
組
「W

eb-T
A
X
-T
V

」
や
、

イ
ラ
ス
ト
・
グ
ラ
フ
を
交
え
な
が
ら
税

の
役
割
を
分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
ス

ラ
イ
ド
な
ど
、
税
に
関
す
る
情
報
を
掲

載
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
税
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
問
い
合
わ
せ

　

半
田
税
務
署

０
５
６
９（
２
１
）
３
１
４
１

　

所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
そ
の
年
の
１
月

１
日
〜
12
月
31
日
に
納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
は
、
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
、
納
付
し
た
こ
と

を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
１
月
１
日
〜
10
月

１
日
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
方
は「
社
会
保
険

料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証

明
書
」
が
11
月
上
旬
に
日
本
年

金
機
構
本
部
か
ら
送
付
さ
れ
ま

す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の

際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書（
ま

た
は
領
収
証
書
）
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
平
成
30
年

10
月
２
日
〜
12
月
31
日
の
間
に

今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
方
は
、
翌
年
の

２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話

か
ら
は
０
３
（
６
６
３
０
）

２
５
２
５
を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

税を考える週間

■半田税務署　電話相談窓口　電話相談センター

　所得税、相続税、贈与税など国税に関する質問

を受け付けています。

①半田税務署（ 0569-21-3141）へ

②自動音声で案内しますので、「１」を押してくだ

さい。

③自動音声に従って、相談したい内容の番号を押

してください。

●受付時間　午前８時30分～午後５時

　※土日・祝日、年末年始を除く

■国税庁ホームページ「タックスアンサー」

　よくある税の質問に対する一般的

な回答を税金の種類ごとに調べるこ

とができます。

税に対する質問はこちらへ

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
年末調整・確定申告まで大切に保管を

国税庁11月11日～17日

国税庁
ホームページ
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⑥
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
税
専
用
サ
イ

ト「
愛
知
県
県
税
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
お
支
払
サ
イ
ト
」で
納
付（
納
付
書

の
合
計
額
１
万
円
ご
と
に
73
円（
消

費
税
別
）
の
決
済
手
数
料
が
か
か
り

ま
す
。）

※
④
〜
⑥
の
納
付
方
法
で
は
、
領
収
書

は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
第
２
期
分
の
納
付
書

　

第
２
期
分
の
納
付
書
は
、
第
１
期
分

と
併
せ
て
８
月
中
旬
に
県
か
ら
送
付
し

て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　

知
多
県
税
事
務
所　

課
税
第
一
課　

　

県
民
税
・
事
業
税
グ
ル
ー
プ

０
５
６
９（
８
９
）
８
１
７
４

　

個
人
事
業
税
の
第
２
期
分
の
納
期
限

は
、
11
月
30
日（
金
）で
す
。
次
の
納
付

方
法
を
参
考
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
納
税
に
は
便
利
で
安
全
な
口
座

振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。

●
納
付
方
法

①
最
寄
り
の
銀
行
、
信
金
、
農
協
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
な
ど
の
金
融
機
関
で
納
付

②
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
・
Ｍ
Ｍ
Ｋ

端
末
設
置
の
店
舗
で
納
付（
納
付
書

１
枚
あ
た
り
の
金
額
が
30
万
円
以
下

の
も
の
に
限
る
）

③
県
税
事
務
所
で
納
付

④
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
で
納
付

⑤
金
融
機
関
のP

ay
-easy

（
ペ
イ
ジ
ー
）

に
対
応
し
て
い
る
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
納
付

■
青
色
決
算
説
明
会

●
と
き

　

11
月
27
日（
火
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

●
と
こ
ろ

　

東
海
市
立
商
工
セ
ン
タ
ー

　

４
階　

大
会
議
室

■
年
末
調
整
説
明
会

●
と
き

　

11
月
21
日（
水
）

　

午
後
１
時
15
分
〜
３
時
５
分

●
と
こ
ろ

　

大
府
市
役
所　

地
下
多
目
的
ホ
ー
ル

■
共
通
項
目

●
留
意
事
項

　

駐
車
場
の
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す

の
で
、
自
家
用
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

・
半
田
税
務
署

０
５
６
９（
２
１
）
３
１
４
１

・
役
場　

税
務
課　

内
線
１
１
３

個
人
事
業
税 

第
２
期
分
の
納
税
を
お
忘
れ
な
く

平
成
30
年
分 

青
色
決
算
・
年
末
調
整
説
明
会

●と　き

　12月３日（月）

　午後１時30分～４時30分

●ところ

　東海市しあわせ村

　保健福祉センター

●内　容

介護サービスの利用上で生じ

たサービス事業者とのトラブ

ルに関する相談で、法律問題

を含むもの

●対　象

知多北部広域連合から要介護

または要支援の認定を受けた

被保険者とその介護者の方

●定　員　６名（先着順）

●応対者

　知多北部広域連合

　顧問弁護士　熊
くまだ

田　均
ひとし

氏

●申し込み

11月８日（木）～20日（火）の

平日午前８時30分～午後５時

に電話で問い合わせ先へ

※相談したい内容を具体的に

整理しておいてください。

●問い合わせ

　知多北部広域連合　総務課

　 052-689-1651

介護サービス
利用に関する
法律相談

（予約制・無料）


